
(1) 基本構想部会 

１ まちづくりの基本理念について 

 ⑴ 「健康寿命延伸都市・松本」の創造に基づき、次の点が大事にされることを願う。 

「人が中心」、「人と人とがつながっている」、「人が協力して社会の課題を解決す

る」 

⑵ 人と環境にやさしいまちづくり 

（ユニバーサルデザイン、バリアフリー、カーフリー） 

人が健康で安心して住めるまちづくり 

（健康寿命延伸都市、安全・安心＜防災、防犯＞） 

  人と人との結びつきを大事にするまちづくり 

 地域の個性や特性を活かした自主自立のまちづくり 

⑶  インフラの整備と住民の考え方の啓発により実践される「持続可能な街・環境づ 

くり」 

⑷  脱車社会的な観点でのまちづくり 

 ⑸ 優れた自然環境の恵みと、先人が培ってきた数々の資産を活かし、未来の子供た

ちにより豊かな資産を伝えていくかが、私たちの大きな使命です。 

一人ひとりをそして地域地域を最も大切な存在として捉え、個・地域の力を存分

に引き出し、高めあえ、社会の出来事をともに考えるコミュニュティ作りを大切に

します。 

身体的・精神的に心豊かに生きることを、基本的な構想と考え、様々な資源を新

たな形で結びつけ、健やかに・穏やかに・活き活きと、誰もが輝ける存在として、

松本が在ることを誇りに思うまちづくりを目指します。 

   健康寿命延伸都市の理念は、現代を生きる人間として、人種・性別・国を超えた

永遠のテーマとして捉えた内容であり、その大いなる命題「健康寿命延伸」を一都

市の政策に掲げることは、大変なプロジェクトだと思います。 

この中には、大きな決意や政策として成功するための何らかの施策がすでにいく

つも掲げられています。 

この理念を基にした基本構想を提案したいと思います。 

 

２ まちづくりの経営方針について 

 ⑴ 前回の経営方針に「健康寿命延伸都市・松本」の創造を加える。 

⑵ 住民がまちづくりの主役です。住民が自分のこととしてまちづくりに関心を持 

ち、まちの課題に取り組み、参加し提言するということが実現できる体制づくりが

必要です。 

   そのためには、以下の点も考慮される必要があります。 

  ・ 児童のうちから社会に関心をもち、社会に関わる教育をして、社会を形成す 

る市民を育てること。 

・  行政は市民と協働でまちづくりを進めますが、計画推進、業務遂行にあたっ 

ては、市民から権限を寄託されているので、自信と責任をもって遂行してくだ
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さい。  

        そのためには、現在よりさらに専門的な職員が大事にされ、その働きを十分 

に発揮できるようにする必要があります。また、職員の研修も大事です。 

 ⑶ 自律的で持続可能な財政基盤の確立 

   社会環境の変化や市の役割を踏まえた組織体制の確立（人でないとできない住民 

サービスを主とし、ＩＴの利活用で電子市役所をめざす） 

 ⑷ 職員の人材育成、職員の適正な業績評価、職員の適正な配置（これら３つは、育 

成を行い、良い職員を増やしていくこと、そして、職員の適切な評価を行うことに 

より、業績に見合った配置を可能にする、ということから入れました。） 

適正な事業評価（責任の所在を明確にし、改善方法を明示する、という意味です。） 

 ⑸ まつもとの顔づくり 

～世界に発信する「健康寿命延伸都市」の創造 

世界的にも都市として優れた自然環境に恵まれている特性を活かし「健康寿命延

伸都市」として、世界に向けた発信する施策を提案し、魅力ある都市としての目標

人口の達成を目指します。 

⑹ 個々の力を活かした質の高い協働を目指す 

～「個人」の持つ力を存分に活かせる環境づくりを基本にした協働の礎の確立 

能力のある行政マンを適材適所に配置し、熱い思いや高い専門性を持つ市民の力

を、まちづくりに存分に活かし、お互いの能力を何倍にも引き上げていける関係づ

くりとチームづくりが質の高い協働が、実現できる道になります。 

 ⑺ 誰もが輝く未来のための「環境」づくり 

～それぞれの持つ特性を全体に活かせる市政を目指す 

ア 誰もが健康でいられるための健康環境づくり 

イ 社会的弱者が健全に暮らせるための生活環境づくり 

ウ 若者が定住出来る社会環境づくり 

エ 歩・自転車・公共交通などの、誰もが快適で過ごせる次世代交通の環境づくり 

オ 空き地・空き家・空き店舗・広場などより有効的な空間環境づくり 

カ 大きな視野・視点で社会を考える環境づくり 

（年代・性別・過疎地と中心市街地） 

キ 豊かな自然を保全、活用する自然環境づくり 

⑻ 資源を活かした経営方針 

    ～自然環境・歴史的(中世・近代・昭和)資源・各種産業・人の資源・ネットワ 

ーク(コミュニティ) 

身体的・精神的に心豊かに生きることを、基本的な構想と考え、様々な資源を新

たな形で結びつけよりよいものに構築していく経営方針を望みます。 

目指す道をしっかり捉え、確かな企画・無駄のない財政管理・人材管理と事業実

現・実りのある実績・評価を推進します。 

 

 



３ 将来のまちの姿について 

⑴ 健康寿命延伸のまち 

 ⑵ 自然も含めた３ガク都（岳・楽・学）のまち 

 ⑶ 環境、心、安心・安全をキーワードにしたまち 

 ⑷ 人とのつながりのある地域社会の形成 

 ⑸ 健康な生活を実現する自然との調和 

 ⑹ 安心して暮らせる生活環境 

 ⑺ 楽しみ、学び、人と育つ生涯学習社会 

⑻ 活力ある産業社会 

⑼ まちを記憶し、まちを考え、まちの未来につなぐ情報組織 

⑽ 「ＦＥＣの地域内自給自足権(圏)」の形成による都市モデルをめざす 

（food）、エネルギー（energy）、人を慈しむ（広い意味でのケア＝care） 

すなわちＦＥＣ の地域内自給自足権（圏）の確立 

 ⑾ 誰もが明るく元気に過ごせるまちづくりをめざす 

 ⑿ 市民の力みなぎり、安心して働けるまちづくりをめざす 

 ⒀ 人・文化・環境を大切にするまち 

 ⒁ 互いを尊重し思いやる人を育むまち 

 ⒂ まつもとの顔として、世界に発信する健康寿命延伸都市まつもと 

 ⒃ ひとりひとりの力を活かし繋げる協働のまち 

 ⒄ 誰もが輝ける未来を夢見ることができるまち 

⒅ 様々な資源を有機的に結び合えるまち 

⒆ 子育てしたくなる・終の棲家として選びたいまち 

 

４ まちづくりのキャッチフレーズについて 

⑴ 「健康寿命延伸」をキーワードに 

⑵ 大好きまつもと、誇りです！まつもと 

⑶ 地域からはじまる、人と人とのつながりからはじまる 

⑷ 人とつながってはじまる、人をはぐくむ、人がはずむ 

⑸ 人とはばたく、まつもと 

⑹ はじまりはわたし、わたしをはぐくむ。ひととつながる、ひととはずむ、ひとと

はばたく、まつもと 

⑺ やさしさ はぐくみ ささえあう ゆたかな まつもと 

 ⑻ 歩きたい 住みたい 響きあう 支えあう そして新たに生まれる 

   「ひびきあい むすびあい はばたく まつもと」 

 

５ その他 

以下のことが伝わるような基本構想であればよいと感じています 

持続可能な環境・ヒト・街づくりのできるまち、次世代を育むまち 

健常者はもちろん、子ども、障碍者、高齢者にも住みやすいまち 



 



(2) 行財政・防災部会 

１ 市民の目線で見た今後の行政経営のあり方等について 

⑴ 市職員が担うべき業務の絶対量を減らす。 

ア 職員だけでなく外部からの多様な観点によって、市の業務の仕分けをし、不必

要な事業は取り止める。 

イ 事業の必要性について、市民をはじめとする外部からの評価を取り入れ、事業

の見直しを図るシステムの導入 

ウ 管理職が先頭に立ち、一課一事業の見直しが必要 

エ 次代を見据え、事業の内容を吟味し、優先度をつけて実施 

オ 守秘義務責任の重い業務については、正規職員が担う。 

⑵ 職員の給与体系の見直し検討 

ア 税収に見合った給与体系の検討、また、給料の上限の設定 

イ 職員の給料は、高コストである必要性は無い。 

ウ 必要な正規職員数は確保するが、特別職などの給与を抑制するなどし、人件費

総額は引上げない。 

エ 正規職員削減に伴う非正規職員の常態化など労働問題（同一労働同一賃金）に

ついての全体的な議論の必要性 

オ 市役所における非正規職員の雇用、労働条件改善の検討 

⑶ 市議会議員定数及び報酬の削減の検討 

⑷ 業務の効率化、見直し 

ア 経費の効率化を図るため「市場化テスト」、「ＰＦＩ」、「ファシリティマネジメ

ント（ＦＭ）方式」の実施など様々な行政手法の導入検討 

イ 補助金の適正支出と基準の見直し 

⑸ 正規職員は、今以上に責任を持って業務にあたる。 

⑹ 行政改革を進めることに伴い、行政サービスが低下することに対しては、市民も 

ある程度の我慢をすることへの覚悟が必要 

⑺ 公共施設、道路、橋梁などの資産管理の徹底、及び合併により生じた空いた公共 

施設の有効活用 

⑻ 縦割り業務の弊害をなくし部局を超えて問題解決にあたる。 

⑼ マネージメント強化を中心とした職員研修の実施 

⑽ 複式簿記会計導入の検討 

⑾ 行政情報などについて市民により分かりやすい提供方法の検討 

⑿ 松本市の基礎体力をつけるため、経済対策を重点化した施策の推進 

⒀ 合併地区の職員数は、合併前の半分以下になってきているが、他都市との比較な 

ど、合併の効果を最大限に発揮できるよう、検証を行う。 

⒁ 支所で無ければできない業務（現場業務等）、本庁等においても対応可能な業務 

（事務的業務等）の仕分けをし、効率化を図る。 

 

 



２ 高度情報化時代における行政サービスの展開について 

⑴ 個人情報の漏洩防止の徹底を図る。（ハード環境の整備、セキュリティーポリシ 

ーの遵守） 

⑵ 必要な人がアクセスするシステムから、市から情報を配信するシステム（要登録）

の構築とそのシステムの普及と活用 

 ⑶ 新たなコンテンツ（電子入札など）の導入検討 

 ⑷ パソコン等を活用した業務の一層の効率化 

 ⑸ 新たなシステム導入の際には、費用対効果の検証 

 ⑹ 情報通信技術の進展は、便利になる一方、人間関係の希薄化をもたらす負の側面

もみられることから「手から手への暖かいサービス」、「お互い顔を見合い、接する

サービス」も大事にしていく。 

 ⑺ 情報通信機器を使えない人への配慮 

 

３ 多文化共生施策の推進について 

⑴ 多文化共生の課題として、教育・就労など喫緊に対応すべく短期的な課題、コミ

ュニティ支援、拠点づくりなどといった長期的な課題があり、両面から対応してい

く必要がある。 

 ⑵ コミュニティ支援として必要なものは、以下のとおり。 

ア まず、日本人が多文化共生のメリットや楽しさを理解する。 

イ 外国人同士によるネットワークづくり及びそれに対する一層の支援 

ウ 福祉ひろばなどで、その利用者が日本語教室を開催するなど、地域の理解と連

携の推進 

エ 交流イベントの開催等交流の場の提供とイベントへの小学生の参加による小 

さい頃からの理解と学校における人権教育の充実 

オ ホストファミリー制度の導入 

カ 外国人を多く雇用する企業の意識改革、企業同士の連携、行政の各種支援 

⑶ 拠点づくりとして必要なものは、以下のとおり。 

ア （仮称）多文化共生プラザの設置、また、広域単位での設置の検討 

イ 常駐する職員など、多文化共生施策にかかわる人の教育が必要 

ウ 常駐する職員については、実態を把握している外国人の採用について検討 

エ 母国ボランティア、日本人ボランティアと取りまとめる職員の育成 

⑷ 施策推進に向けた環境づくりとして必要なものは、以下のとおり。 

ア 「多文化共生条例」制定の検討 

イ 車が無くても生活できる公共交通網の充実 

ウ 「外国人集住都市会議」に広域レベルでの参加 

 

４ 危機管理体制の充実について 

⑴ 松本市の防災全般について 

ア 大規模なハード整備に頼らない、最近の気象状況、街の構造に対応した効果的



なハード整備など、災害に強いまちづくりの推進 

イ 多様化する災害に対応したマニュアルの作成 

ウ 災害時に一時避難可能な都市内空き地の確保 

エ 住宅の一部耐震化を含めた個人住宅の耐震化促進 

オ 公共施設へのＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置推進及び使用に関しての教 

育の推進 

カ 小中学校への防災設備の設置推進 

キ 防災マップを活用し、地区内を歩くことにより、普段から危険個所などの把握

に努める。 

ク ＧＩＳを活用した防災情報システム構築の検討 

ケ 「生命」、「財産」に関するものは、最優先に実施 

⑵ 自主防災組織の結成、活動及び組織など活性化の推進について 

ア 隣組等小規模単位での市民共助体制構築の促進（身近な隣組どおしの状況を認

識しあえる仕組みづくりの必要性。また、普段からの隣近所の声掛けの実施） 

イ 地域における自主防災組織体制の明確化 

ウ （仮）「防災意識推進員」制度の創設 

エ 地域の行事などへの講習会などの実施 

オ 防災意識向上のための市民啓発の推進 

⑶ 災害時における情報収集・伝達手段の確保と防災対策の充実について 

ア 災害時における避難場所への伝達手段の確保 

イ ＧＰＳ（衛星によるグローバル・ポジション・システム）の有効活用 

ウ 自分たちの身は自分たちで守るという意識改革 

⑷ 消防団員の確保について 

ア 機能別団員制度の活用 

イ 消防団協力事業所への支援拡充 

ウ 中学、高校、大学における「地域で何ができるか」を考える意識の教育の推進 

 ⑸ 広域圏における消防・救急・救助体制の充実について  

   行政の縦割りの弊害をなくし、迅速に対応できる仕組みづくりの必要性 

 

５ 公共交通機関の維持に向け、市民、交通事業者、行政が果たすべき役割について 

⑴ 現行の体制での公共交通の維持については、限界にきている。公共交通について

は、短期的な目標、10～15年先の都市構造も含めて検討していく必要がある。 

⑵ 市民の役割としては、 

ア 地域住民にとって必要な公共交通は、利用するという意識を持つこと。また、

利用がなくても維持していくべきであれば、維持に向けた地区住民としての負担

の覚悟が必要 

イ 過度に自家用車に依存しないで、パークアンドライドなどを利用するといった

意識の醸成 

 



⑶ 交通事業者の役割としては、 

ア 利用者にとっての路線バスの快適性の向上 

イ 人目を引くデザインの導入の検討 

ウ  住民のニーズを把握し、利用が見込める路線の設定促進 

エ 雨の日など利用が多いときは便数を増やすなど利用にあった車両配置の検討 

オ 路線バスへの電気自動車の導入の検討 

⑷ 行政の役割として、 

ア 民間事業者任せでなく、国の補助を取込む行政と民間事業者の連携による公共

交通環境の整備の推進 

イ 将来を見据えた交通政策のあり方として、ＬＲＴ（路面電車）の導入、トラン

ジットモール（市街地への自家用車乗り入れ規制）、本格的なデマンド交通、環状

線等ハード面の整備の検討。また、整備には多額の費用がかかるため、費用対効

果については十分な検討期間が必要 

ウ 中心市街地への都市機能を集約したコンパクトシティ化の検討 

エ また、周辺部への「島」的なコンパクトタウンの検討 

オ 「福祉」を切り口とした「交通弱者」対策に関する施策の実施 

カ 各機関との連携強化により、バス停にすいすいタウン（無料貸し出し自転車）

等を配備し、利用者の移動補助の推進 

キ 文化、大学等の教育機関を分散することによる広域化を視野に入れた交通網整

備の検討 

 

６ 地域住民と行政（市）との協働のあり方及び地域づくりに対する市の支援のあり方

について 

⑴ 町会組織（機能）見直しの検討 

ア 町会未加入世帯やマンションへなどへの転居新住民と旧住民との共存など課題

に対し、町会自体も変わっていかなくてはならない。 

イ 行政も、町会機能として何を期待していくかを仕分けし、町会と行政の役割に

ついて新たなシステム再構築の検討 

ウ 災害時において、特に多くなってきている災害弱者への行政支援の必要性 

エ （仮称）地域づくり研修センターの設置の検討 

⑵ 「地域による地域づくり」の原点としての地区福祉ひろばや公民館の活用 

ア こどもとお年寄りの交流による地域における支えあい意識の啓発 

イ 地区福祉ひろばや公民館職員の地元採用の検討 

ウ 地区福祉ひろばと公民館について、業務の配置の最適化を検討 

⑶ 様々な年代における教育、意識啓発 

ア 中学、高校、大学における「地域の中で何ができるか」を考える意識の教育の

推進 

イ 地域の大学との連携による地域課題解決への支援 

ウ 団塊世代を地域づくりへの担い手とする仕組みづくりの推進 



エ 企業の理解を得ての、働き盛りの３０～５０歳台の地域への参画、活用 

オ 地域において、「自然体」でいられる「人のバリアフリー」ができる教育と地  

域の環境 

カ 地域のために何かやりたいという高齢者の活用方法の検討 

キ 市職員の「協働」に対する意識改革 

⑷ 基金設置によるボランティア活動に対する行政からの補助の検討 

⑸ 市は、国、県と連携し、「生涯学習」、「ワークライフバランス」の重要性につい 

て明確化し、広く市民に周知する。 

 

７ 松本らしいユニバーサルデザインのまちづくりについて 

 ⑴ 自動車最優先から、自動車より自転車、自転車より歩行者を優先する意識の醸成 

⑵ 人を優先する道路整備への転換及び交通ルールを遵守する市民意識の醸成 

 ⑶ 「観光客が歩いて回遊できる中心市街地のＵＤ化」、「弱者が歩いて住めるまちづ

くり」を意識した整備の推進 

  ⑷ 松本の特徴である「観光」を活かし、市民、事業者等による「おもてなしの心」、

「心のふれあい」といったソフト面の教育の推進 

 ⑸ 周辺の景観に調和している個人宅庭の植木の例のように、生活者も意識し、一緒

になって観光客を呼び寄せるような取組みについての検討 

 ⑹ ＵＤを基本に造られた道路などを広く紹介し、利用者の視点の教育推進 

 ⑺ 点字ブロック上への駐輪、駐車など交通マナーの悪化に対する、行政指導の実施 

 ⑻ 異業種の連携による統一した推進策の実施 

 

８ 文化振興による地域活性化、まちづくりについて 

 ⑴ 市民が「観て楽しむ」まちづくり、ボランティア等が「運営する側として楽し 

む」まちづくりの双方を充実させていく支援の検討 

 ⑵ ボランティア組織の維持に向け、「やる気」、「楽しさ」が持続していく支援の充

実、また、ボランティアリーダーの育成支援 

  ⑶ こどもの頃からの文化・芸術に触れあう機会の拡充、及び、多くの人が気軽に楽

しく触れあえる機会の創出 

 ⑷ 既定の形にとらわれない、市民の文化芸術活動の発表の場に向けた環境整備の推

進 

 ⑸ 美術館に保管され、公開されていない美術作品等を、合併地区の空いた公共施設

などへ出張展示し、文化芸術に触れる機会を創出 

 ⑹ ＳＫＦ、松本大歌舞伎、才能教育など松本の文化の市外、県外への効果的なＰＲ 

 ⑺ お城盆踊りなど地域の伝統行事を継承し、次代につなげる。 

 

９ 新たな財源確保の提案について 

⑴ これまでの支出の見直しを実施し、無駄を省く。 

ア 市の事業を仕分けし、優先順位をつけて事業を実施 



イ 公共事業を含め、事業の必要性などについては、外部評価を取り入れ、事業の

見直しを図るシステムの構築 

ウ 市の各種施策について、総合的に評価、検証できるシステムの構築 

⑵ 具体的な財源確保の提案 

ア 信号機の寄贈者、街灯の電気代負担者、公園などへのベンチ寄贈者へのネーム

プレートの設置 

イ 歳入増のアイデアを提案に対しての報奨金制度の新設 

ウ 市の貢献者、寄贈者への活気が出る楽しいインセンティブ制度の設置、ＰＲ 

エ 公共の景観や環境に負荷をかける企業への新たな負担制度の創設 

オ 原材料費のかからないバイオマス産業等の創出 

カ まつもと大歌舞伎、サイトウキネン、才能教育など、松本ゆかりの方々への積

極的なふるさと納税のＰＲや、市に支援、協力してもらえるシステムの構築 

キ 松本城などを活用し、若者を引き付けるエンターテイメント性のある財源確保

策についての検討 

⑶ 過去の政策を検証、分析し、その上に立って１０～２０年先を見据えて、松本に

人が集まる様々な施策を実施する。 

ア 世界情勢にみる食糧危機、水不足などから第 1 次産業の重要性が増すことが考

えられるため、関連分野における新規事業等の検討 

イ 若者が安心して働くことのできる雇用環境の整備 

ウ 観光、文化など松本の良さ、素晴らしさの維持と効果的なＰＲにより松本に人

を呼び込む施策の実施 

エ 信州まつもと空港の有効活用し、県外、海外からの誘客を促進するとともに、

新たな路線の開設の要望、運航形態の見直しの要望 

オ 団塊世代を中心とした定住、移住施策の一層の推進 

 

 



(3) 教育・福祉部会  

１ 市民の健康維持増進に向けた保健・医療施策の推進について 

⑴  健康づくりの情報提供や環境の整備 
ア あらゆる年齢層やライフステージを対象に施策の推進が必要だが、特に終末期

には、これまで手薄な部分への取組みが必要 
イ 健診については、充実しているが、食育や親への啓発活動が重要で、具体的に

は、生まれてから生涯使える健康手帳の配布を。 
ウ 目的は、「健康寿命の延伸」で、何をやれば良いかは出尽くしており、その実現、

実行が問題 
エ 「健康寿命の延伸」の実現に向けては、市民のやる気を引き出し、一生涯を通

して健康づくりに取組んでいく必要があることを市民に周知するため、実態や現

実等を正しく伝える広報活動の実施 
オ 広報を見ただけでドキッとするようなコピーなどを使い、人の心を動かすアプ

ローチの実施 
カ 市の施設や公園などに、人生の教訓を刻んだ石碑を建立し、人間学や人生学を

 学び、また、親子が対話するきっかけづくりを行う。（大分県臼杵市や愛媛県四国

 中央市に先行事例あり） 
キ 病気や健診や食生活に関わる生と死の実体験を伝えるなど、字や絵等で強烈な

アプローチを展開していく。 
ク 事業終了後も継続して情報発信、情報提供が大切。また、地元のテレビ局や新

聞社など、身近な情報提供の工夫を行う。 
ケ 市民は情報提供を求めているが、若い人は広報を読まない傾向があるので、会

社との連携を図る。 
コ 市民が自ら健康づくりに参加する意識を向上していく工夫として、知識などを

充分習得した人には、マイスターなどの称号を付与する。 
サ 健康手帳を配布し、自分の健康は自分で守るという自己管理意識の高揚を図り、

医療機関との連携の推進 
シ ６５歳以上の人に歩数計を配布するとともに、健康づくりの環境整備として、

安全に歩ける場所の確保が必要 
  ス 保健師がもっと地域に入り込み、「困っている」と言えない人たちを支援 
 ⑵ 地域における見近な人との関わり 

ア 生涯学習推進支援のあり方と大きく関連し、健康づくり課、公民館、福祉ひろ

ば等個々の課で行っているが、行政が横の連携を強めることで、幅広い人の参加

を求めていくことが必要 
イ 参加者が固定化する傾向の改善 
ウ 公民館利用者の年齢層を広げたり、休日を活用したりして、さらに公民館を有

効に活用するアプローチが必要 
エ 地域住民の協力を求め、地域の中で見守る目を育て、みんなで見守りをしてい

くことが大切 



 ⑶ 食生活の改善や身体活動の増加 
ア 食生活の改善・身体活動量の増加については、体が動かない人や家に閉じこも

りがちな人にも平等な支援をしていく必要があり、地区の公民館の活動が重要 
イ 歩いたり、自転車を利用しやすくするための、歩道や駐輪場等の環境整備 

⑷ ワクチン予防接種の充実 
ア 新型インフルエンザや子宮頸がん検診を含め、予防接種や健診の補助の増額 
イ 子宮頸がんワクチンなどについては、市の補助で平等に受けられる方法で実施

⑸ 各種検診の受診率向上を含む検診体制等の充実 
ア 歯科検診が遅れており、健康や食生活の第一歩となる成人歯科検診の充実 
イ 心の健康づくりの推進と認知症対策の充実 

⑹ その他 
ア 健康づくりは、社会教育、生涯学習に大きくかかわることなので、行政として

教育面を重視 
イ 保健センターを健康づくり支援センターに改称し、健康づくり推進事業の充実

を図る。 
 

２ 共に支え合う地域社会の実現に向けた施策の推進について 
 ⑴ 地域における学習の推進 

ア 障害者や高齢者の人権に留まらず、人権侵害とは気付かない人権問題を含む取

組みが重要 
イ 人権に関する学習を地域で充実させることが人育てや環境整備につながる。 
ウ 学習の積み重ねが人を育てるため、学習で自分に自信を持ち、自分を大切だと

思える大人になって、こどもを育てることが大切 
エ こどもの教育、しつけは親や大人の問題であることから、こども以前に親の教

育が必要となっているため、大人の意識を変えていくことに、行政、地域が目を

向けていく。 
オ 行政や地域だけが一生懸命になるのでなく、産休や育休をしっかり取得できる

社会の整備が必要 
カ 会社で実施する人権学習は、会社・企業が社会を変えていく大きな原動力とな

るもの。 
キ 学びによって自分を見つめ、高めていくことにより、共助や協働の地域づくり

が構築されていく。 
 ⑵  障害や介護等の現状把握と実体験を知る機会の充実 

ア 地域社会の中では、大多数の人の課題が中心となって動いていく傾向があるた

め、障害を持っている人などの少数派の意見を取り入れた具体的な施策を推進し

ていくこと。 
イ 障害者問題は、一般市民の意識の問題だと言われるが、障害者の側にも社会の

マナーやルール、人との接し方を知らない場合が多く、お互いの育ち合いが必要

（ただし、このことを障害のない人が言うと誤解が生じやすいので、注意を要する）



ウ 障害者、高齢者の介護の実体験を広報などに掲載して周知する。 
エ 誰にもやさしい、歩道の整備やカラー舗装、防犯カメラの設置、緊急時の取組

みの予算を増額し、施策の充実を図る。 
オ 不足している障害者や高齢者の通所型施設の整備 

 ⑶ ワークライフバランス（仕事と私生活との調和・両立）と心の健康 
ア 基本は自立であり、精神的、知的な感性の問題として道徳的な行動を日常習慣

とするために知恵を出すことが必要 
イ 共に支え合う地域社会の構築は、本来当たり前のことだが、この施策化が必要

とされるのは、人間とは何か、社会の暮らしや生きるとは何か、などの基本認識

の欠如が原因となっている。 
ウ 人間は一人では生きられず、必ず歳を取り、いつでも誰でも障害をもつ可能性

があるので、他人事ではなく、自分の問題として向き合うことが重要 
エ 地域や他人のことを考えることは、自分のためだということを広報や回覧版で

啓発する。 
オ 人生の大切さを認識し、自分だけで悩まず、人に相談することが大切 
カ 人は人、自分は自分という考え方では、人は生きていかれないことを学び、認

識を深めていくことが重要 
キ 個人が依存型から自立型に変わらなければ、社会のいろんなことが成立しなく

なっている。 
ク 地区でボランティアリーダーを育成する。 

 ⑷ 地域づくりとセーフティーネットの構築 
ア 顔の見える地域づくり、こどもと大人が一緒に活動できる機会を地域で積極的

につくっていく。 
イ 地域でお互いが知り合う基盤づくりのために、①教育的なアプローチ、②医療

のフォロー、③多世代の交流、④マンパワーの支援が必要 
ウ 障害児や認知症の人にすぐ対応できる地域の支援体制の構築 
エ 地域福祉の基盤づくりには、住民の活動を支援する市の体制づくりが必要であ

るが、これは地域にとって大きな課題解決につながるものとなる。 
オ 地域活動に対しては、企業も参加し、重要な役割を果たしていくこと。 
カ ケアマネージャーや介護事業所は、要援護者の暮らしの情報を把握しているの

で、常に情報が得られるよう、行政と介護事業所が有効に結び付き、ネットワー

クをさらに深めていくこと。 
キ 今年は民生児童委員の改選期だが、成り手がなく困っている状況があるため、

少なくとも２期６年の継続ができる体制を構築する。 
ク 地区公民館、福祉ひろばを拠点に活動を充実すること。 
ケ 松本市災害時要援護者登録制度、松本市障害者計画等の周知の徹底を図る。 
コ 地域における保健・福祉・医療機関の連携強化と情報提供の推進 

 ⑸ 町会福祉の推進 
ア 町内公民館等を活用し、地区公民館などの行政が積極的に関与して支援する。



イ 蟻ヶ崎西町会の「あ・うんの会」などの取組みを参考として、町会が中心とな

った福祉活動を推進していく支え合いの仕組みづくりの構築 
ウ 日本社会の安全・安心が崩れてきているので、街灯などへの補助の充実 

 ⑹ その他  
ア 共に支え合う地域社会の実現については、１０年も前から話し合われているが、

なぜ実現しないかが最大の課題 
イ 情報提供は、広報などを利用するが、特集を組むなどの目を引くやり方も必要

 

３ 高齢者福祉施策の推進について 
⑴ 高齢者福祉の計画とサービス 
ア 施設に入居している人ばかりでなく、独居や居宅で介護を受けている人たちへ

のサポートの充実 
イ 市は何でも地域任せにするのでなく、プランを提示し、地域が実行できるよ 
う役割分担するなど、地域で高齢者、障害者を支える体制づくりの推進 

ウ 歩いて５分～１０分で行かれる身近な場所でサービスを受けられる体制が必要

エ まちづくりや地域づくりを土台とした高齢者福祉の推進 
オ 地域包括ケアという概念に即した高齢者福祉施策の推進 
カ 地域包括支援センター機能の充実 
キ 成年後見制度の充実 
ク 病後の生活の質を確保するため、リハビリテーションの充実 
ケ 介護費用等に対する市の助成の拡充 
コ 実際の介護度よりも低く判定することのないよう、適正な要介護認定の実施 

 ⑵ 高齢者の生活環境 
ア 生活圏内に商店がなく困っている買物弱者への支援を実施する。町会での野菜

市や移動スーパーなどを通じてひとり暮らし高齢者などの安否確認が行われてい

るので、これにも支援が必要 
イ 近隣住民同士の面識やつながりを確保するため、防災訓練の定期的実施 
ウ 緊急時に対応するきめ細かな施策の推進 
エ 車椅子や杖を使っている人でも心配なく歩けるような道路の整備 
オ 例えばポットのふたが開いたら支援センターに連絡が入るシステムなど、ひと

り暮らしの方の見守りなどの事例研究の推進 
カ 商店や路線バスの整備など超高齢社会に対応する社会構造の整備（民間では赤

 字の場合は市が適切に補助する必要） 
キ 高齢者の移動を確保するため、公共交通の充実とともにバスの全車両をノンス

ッテップバスへ転換 
ク 福祉ひろば利用者への送迎サービスの実施 
ケ 高齢者とこどもとのふれあいの場の拡充 
コ 高齢者の運動する機会の充実 
サ 三世代交流は、知恵の伝承と犯罪の抑止や社会問題の解決などの効果を期待し



 ながら推進する。 
シ 三世代同居専用市営住宅の建設、家賃の優遇など、三世代同居施策の推進 
ス 運転免許証を返上した方への支援 
セ 超高齢社会では、街中は歩行者や自転車、セ二アカー（一人乗り電動カート）

を優先し、周りの幹線道路を車が走るといったまちづくりを推進 
 ⑶ 高齢者の社会参加と共生 

ア 公民館や福祉ひろば、介護保険の事業所を一層充実させ、地域福祉を共に担う

 高齢者の育成  
イ 生きがいの創造、将来現役という方向で、多様な施策を展開する。 
ウ 生きがいの構築として、さまざまな機会を活用した地域づくりの推進 
エ 安心して老後を迎え、自立し、生きがいを持って暮らすことのできる社会の構

 築 
オ 介護者同士が悩みを話したり、友達になったりできる場の提供 
カ 後期高齢者などに対して、近所の人が、定期的に声を掛ける、電話をかけるな

どの安否確認の実施 
キ 福祉施設と農地を組み合わせる、市民農園の開放や遊休農地の活用など、農業

体験を通じた生きがいづくりの推進 
ク 地域住民が施設を訪ね日常的に交流できる共生型施設の構築 
ケ 高齢者の生きがいづくりに向けた生涯学習の推進とサークル活動やボランティ

 ア活動への支援 
コ 健康チェックの習慣形成として、万歩計や血圧計の支給  
サ 退職後の生きがいづくり支援（第二の人生を歩むのに参加しやすい支援） 
シ 介護に対する学習の推進 

⑷ 介護・医療の人材の確保と関係者の連携 
ア 収入保障を含めた中で、専門職や地域の人材の確保 
イ 介護職員の給料などの待遇改善に向けた市の助成（国へ要望） 

 ⑸ 情報提供と相談機能 
ア 分かりやすく精度の高い情報の提供（ホームページのサイトマップ等の充実も

必要） 
イ 歩いていかれる身近な場所での相談体制の構築など、松本らしい市民の実態に

合わせた相談体制づくり 
 ⑹  高齢者への理解 

ア 高齢者の希望を把握するため、さまざまな場面で、本音を聞き取る機会の設置

イ 認知症対策の拡充と認知症に対する正しい理解を社会や学校教育の場で啓発活

動の推進 
ウ 模範的な生き方をしている高齢者の表彰や広報での紹介などの実施 

⑺ その他 
ア 若いときから体を鍛え、節制をするなど、老後を見据えた教育の推進を広報で

 周知し、先人の残した言葉を石碑にして公園などに設置 



イ （上記意見に対し）先人の言葉を伝えたい思いが大切で、石碑にしてその思い

が伝わるか不明である。 
 
４ 子育て支援施策の推進について 
 ⑴ 保育、病児保育 

ア 松本市の保育は充実しているが、さらに本当に保育を必要としている人に対す

る施策の充実（病児保育、ひとり親の保育など） 
イ 親育て、親が親として育っていく学習機会の提供 
ウ 子育て支援施策は、家庭に基盤をおいて施策を推進する。 
エ 地域や社会で子育て施策を推進していくための合意形成が必要 
オ 子育て支援には、保育士やコーディネーターと呼ばれる支援者の力量が必要な

ため、それに関する施策などの研修の充実 
カ 市職員や教員、保育士などが子育てと仕事を両立できるよう、例えば子育て中

の勤務時間を２０％減らした場合には、給与も２０％減らすが、身分は正規職員

のまま維持できるといった働き方も可能な制度を取入れるなど、子育てしやすい

労働条件を選択できるようにする。 
キ フルタイムで働いても子育てができる社会の仕組みづくりや職種等により労働

条件に格差が生じない条件整備が必要 
 ⑵ 乳幼児、こんにちは赤ちゃん事業 

ア 相談窓口の一覧表を母子手帳と一緒に配布する。 
イ こんにちは赤ちゃん事業の一層の充実 
ウ ファーストブックサービスとして茅野市は、出生時、四カ月検診時、小学校の

入学時の３回、本のプレゼントを実施しており、松本市も参考としたい。 
⑶ 放課後児童 
 放課後の取組で、児童センター、児童館クラブ等に入るこどもが多いが、定員以

上に利用希望のこどもが多くいる所があり、各所の充実支援が必要 
⑷ 祖父母・父親の子育て参加 
ア 祖父母力の活用とファミリーサポートの充実 
イ 地域の高齢者クラブなどでこども達とふれあえる場の確保 
ウ 父親が子育てに積極的に関わる仕組の構築 

 ⑸ 発達障害、療育センター 
ア 発達障害児支援、相談事業の充実 
イ 相談窓口では、発達障害要支援児の親が学校や行政、病院に意見を出しにくい

環境があることを理解し、親の代弁を実施する。 
ウ 障害児本人への支援とともに兄弟姉妹に対する市独自支援の実施が必要 
エ 乳児検診では、療育が必要な場合の道筋を立てていく検診内容の充実 
オ スペシャルニーズを持つ障害児に対する正しい理解の啓発（指導する人材の確

保） 
カ １歳半のこどもから発達障害の傾向が見え始めるので、市の早い時期の対応と



相談体制の確立が必要 
キ １歳半の乳幼児健診で発達が気になるこどもたちに遊びの教室を提供している

が、明確な判定ができないこどもに対するプレ遊びの教室の開設などによる早期

支援の強化 
ク 発達障害に対しては、市の作業療法士や運動療法士の採用を増やし、家庭訪問

などの充実、発達障害と診断された人たちへの就労支援 
ケ 発達障害について学習する場の提供（お父さんも学べる夜間や休日にも） 
コ 発達障害については、保育園のこどもや、保護者たちに対する正しい知識の啓

発と専門職の力量を向上するための教育が必要 
 ⑹ 子育て支援 

ア 企業などの子育て休暇制度の実質的な拡充と父親も育児のために休暇を取得で

きる環境づくりの推進 
イ 妊産婦のグループ化を図り、共に成長できるよう、行政が支援 
ウ 市街地の空店舗をこども家庭支援センター、まちかど保健室として妊婦さんか

らお年寄りまで気軽に立ち寄れる憩いの交流と安心の場、不登校のお子さんの行

き場として活用 
エ 子育て支援を進めるためにも三世代同居を推進 
オ 行政によるお父さんへの子育て相談、子育て支援、また、男性の育児休暇を取

りやすい社会への支援が必要 
カ 子育て支援に対する予算の増額 
キ お母さんとこども、未就園児の行く場所が大分増えてきており、サークル活動

も頻繁になってきているので、一層の子育て支援の充実が必要 
ク 母親が働きだす一週間くらい前に、少し訓練ができる場と期間が必要 

 
５ 次代を担うこどもの育成について 
 ⑴ 地域における子育て 

ア 共に支え合うまちづくりが実現されると、こどもは自然に育つ。 
イ キーワードは地域。 
・「地域」ぐるみでこどもを育む。 
・「地域」を学ぶことに積極的に取組む。 
・「地域」内で一緒に暮らす。（家族も他人も） 

ウ 地域をキーワードとする場の確保 
エ 地域の中で展開していかれる体制を計画に盛り込む。 
オ  家族に固執するのではなく、いろんな人と関わってアプローチする側面がより

重要 
カ 松本市の保健師の増員 
キ  地区の行事を見直し、世代間交流や幅広くこどもとの関わりもち、いろいろな

人とのふれあいを通じてこどもたちが育っていく行事を推進 
ク 早寝、早起き、朝ごはん、外遊びの啓発 



ケ 松本市の進める「３ガクト」を連携させて、全国にアピールし、こどもたちが

故郷に誇りを持てるような取組みの推進 
⑵ 親育ちによる教育力の向上 
ア 地域の中で職業体験、ものづくりなどを大人と一緒に体験する。 
イ 産休・育休を取得できる社会を整備し、親子が一緒に育つ時間を共有する。 
ウ こどもが伸びやかに、健やかにというのは、親によるところが大であるという

認識が親に不足している。 
エ 広報などを使って、親の生きざまや日常のあらゆる姿が、こどもに活力やエネ

 ルギーを与えることをさらに強烈にアピールする。 
オ 祖父母のもつ子育ての知恵を活かし、こどもとの接点を創出する。 
カ こどもの個性に合った導き方をするのが大人の役目。 
キ 現代の親は、子育ての責任を学校や他人に押し付けるなど、他人任せにする風

潮があるため、家庭教育の充実に向けた、家庭教育支援の推進 
ク スポーツ少年団等の保護者にも社会的ルールを学ぶ機会をつくる。 
ケ 親自身が家庭で自分の背中、生き方を見せること。 
コ こどもとやり取りしながら自分のこどもは自分で育てるという自立心をもち、

親子が一緒に成長していく。 
⑶ こどもが夢を描ける出会い 
ア 学校での教育は、点数で決める論理にしばられ、それぞれのこどもがもつ個性

や能力を伸ばす機会が喪失している。 
イ 一人ひとりのこどもの適性に応じたゆとりある教育の推進 
ウ 家族力を高める側面と家族を越えた多くの人（地域の人）がこどもに関わる二

つの側面が大切 
エ 松本出身の有名人や山雅ＦＣの選手のように、こどもたちの興味や憧れの対象

となっている人とこどもたちが交流するなど、こどもが夢を描ける出会いを創出

する。 
オ 松本市出身の人たちの活動を過去から具体的に紹介する。 

 ⑷ 心のケア 
ア こどもの基本的生活習慣を形成することが大切 
イ こどもたちが抱えている問題は、いじめ、不登校、自傷行為、非行、虐待を含

む親子関係など多様であることから、親子ともに心のケアを担う専門相談員の養

成が必要 
ウ 保健師、カウンセラー・相談員の役割分担と相互連携が必要 

⑸ 中・高校生のジュニアリーダー 
  こども会育成会の小学校５、６年生を対象にしたリーダー講習会では、大人が教

えるのではなく、中・高生がリーダーとなって、こどもの行事に関わるよう、中・

高生のジュニアリーダーを育成している。 
⑹ こどもの居場所 
ア 公共施設・機関を開放した青少年の居場所をつくる。 



イ 青少年の居場所づくりの充実 
ウ こどもたちが安全に遊べる場所を各地区に確保 

 ⑺ その他 
 親の経済力により学習費用に大きな差があるので、行政による資金援助が必要 

 
６ 学校・家庭・地域の連携を進める方策について 
 ⑴ こどもと家庭・地域・学校 

ア 今の「地域」は、学区が自由化され、市街地ではこどもが少なくなり、また新

興住宅街では新旧住民の間で考え方や生活習慣が違うなど、かつての「地域」が

大きく変わり、学校との連携がより難しい現状にある。 
イ 家庭力の低下を学校だけで補完することは難しく、地域で家庭を支えていくこ

とが必要 
ウ 公民館などの学習を通して住民力を高め、地域の一人ひとりが力をつけて家庭

を支え、その上で学校と連携を図ることが必要 
エ 町会の加入、未加入に関わりなく、こどもたちや家庭が地域の中で見える関係

 をつくることが大切 
オ 町内公民館や隣組などの小さなコミュニティ単位での共生やきずなを大切に 
し、それを町会や地区に広げることで、自治の力や見守る力を育くみ、学校や家

庭との連携を進める。 
カ 対象のこどもだけを見るのでなく、親や家庭環境全体を見る力を持った職員や、

 地域の役員を育てることで、皆で家庭を支えていくことができれば地域のあり方

にも変化が期待される。 
キ 昔の長屋文化の支えあいの復活は難しいので、新しいコミュニティの形成を多

元的に考えていくことが必要 
ク 「多世代の共生文化」の発想で、いろいろな人が共生していく文化を、それぞ

れのコミュニティに合う形で展開する。「異業種の交流」もここに含める。 
ケ 学校、家庭、地域は、人生の大切なフィールドであるため、相互に連携し、心

豊かに暮らしていくことが可能な環境づくりを推進 
コ 市民に一番に大切にしてもらいたいのは自分の人生であることを強烈にうった

える方策が必要 
サ 先人の残した人生や幸せに関わる言葉を市内の各所、町内にも最低一ヶ所設置

し、話題の共通化を図り、広報などにも掲載し、市の職員がその見本となるよう

に取組みを進める。 
シ 学校、家庭、地域は一体のものであり、「ふれあい交流の日」を設けて、祭り、

スポーツ、文化財などの地域資源を生かし、地域ぐるみで一体となった行事など

を実施する。 
ス 日常の生活を通して、こどもは親の姿を見ており、子育ての基盤は家庭にある

ことから、親の教育、研修に力を入れることが必要 
⑵ 地域と学校の連携による課題解決 



ア 障害やひきこもりなどの個別支援が必要な児童への対応をきっかけとして、学

校から地域へ課題などを投げかけ、地域と学校との連携を図っていく。 
イ 学校へのソーシャルワーカーの配置などをきっかけに、異業種の人が学校に関

わって支援を展開する。 
ウ 母子、父子家庭を対象としたファミリーサポートなどの既存制度の充実・活用

エ 学校での健康教育を推進するため、医療チームとの連携を図り、学校での出前

 クリニックの実施 
オ 地域の人材を学校に取り入れ、学校との適度な交流を図ることが必要 
カ 朝食ぬきの家庭に対し、スーパーなどで簡単に早くできる料理の方法を紹介し、

レシピを配布するなど、食生活の改善を図る。 
 ⑶ 学校評議員 

ア 学校評議員の選出の幅を広くして、より多くの地域住民の声を学校運営に反映

していく。 
イ 学校評議員を通じて、学校と地域が率直な意見交換をする機会をつくる。 

 ⑷ 学校ボランティア 
ア ボランティアを募集して学校に集り、学校の先生が言えない事なども率直に出

し合い、人生で大切なことを当たり前に話し合える場を設置する。 
イ 町内自慢の人や場所や木などを見つけて顕彰し、話題を提供する。 
ウ 市民が力をつけて、地域の家庭、家族を応援していく。 
エ 市の保健師などは非常に忙しく、助けてもらえないこともあるため、ボランテ

ィアで学校を支援していく市民の養成が必要 
オ 中学校以上になると、市民がボランティアとして受入れてもらうことができな

いことが多い。そのため、問題を学校だけ、家庭だけで抱えてしまわないように、

学校が門戸を開き、こどもはみんなで育てるもの、健康もみんなで、助け合い、

支えあっていくものである、という共通の考えを持つことが重要 
⑸ 放課後対策、不登校児などの支援 
 児童センター、児童クラブなどが満杯の状態であり、放課後の児童の生活の場 
の確保、充実を図ること、さらに、登録の幅を６年生まで広げることが必要 

 ⑹ その他 
ア 祖父母がこどもに手紙を出すなどのきめ細かな活動から一歩踏み出すことが必

 要 
イ 図書館の図書以外の情報提供の役割が大切であり、美術館、公民館、博物館、

文書館の資料などを図書館が中心となって一元的に検索できる機能をもつこと。

ウ 「子育てはどこに相談したらよいのか」、「生活の補助金をどこからもらったら 
よいのか」などの日常の相談について、図書館が窓口となって案内する機能を持つ

ことが必要 
 
 
 



７ 生涯学習推進（支援）のあり方と連携について 

⑴ 公民館，図書館，博物館等の連携   
ア 公民館活動は活発で既に実績もあるので、生涯学習の推進は、図書館を入口に、

その機能とネットワークの拡大を図る。 
イ 図書館は個人学習の支援が中心であり、公民館、博物館などとの機能分化の中

で、役割を果たし、市民協働の活動にも取組む。 
ウ 公民館、図書館、博物館、美術館等の活用では、広報紙で、新刊の紹介などを

積極的に実施 
エ 博物館の貴重な所蔵品等を学校や地域などへ出張展示し、地域愛を育む基点に

するなど、市民の皆さんに積極的に提供するアプローチが必要 
オ 公民館、図書館、博物館、美術館等各種の施設間の連携を強化し、共同企画や

地域間交流の推進を図ることが必要 
⑵ 専門職員を適正配置などによる資質の向上 
ア 地元で活動する市民を地域資源と考えると、それらを掘り起こし、地域課題の

解決のための学習への道筋をコーディネートしていくのが公民館職員の仕事であ

り、その職員（公民館主事等）の力量をあげるための研修、支援を手厚くするこ

とが必要 
イ 生涯学習コーディネーター等の人材育成や専門職員のレベルアップを図る。 
ウ 公民館は生涯学習の拠点、地域づくりの場だが、担当職員の異動によって全く

雰囲気が変わり、協働関係をゼロから構築しなければならないことがあるため、

職員の適正配置と養成が必要 
 ⑶ 住民が参加する地域の課題を学ぶ場づくり 

ア 地域づくりを進めるための生涯学習とは、生活や地域に根ざした活動から起こ

る疑問や課題を掘り起こし、整理して、解決するために学び続けること。 
イ 生涯学習は年配者対象のイメージがあるが、文字どおり生まれてから死ぬまで

の切れ目のない活動をいう。 
ウ 生涯学習では、ボランティアの参加、活用を考えたい。声をかけられれば是非

お手伝いをしたいという人生経験を積んだ年配者が多く存在する。 
エ 生涯学習の人材活用として、総合計画策定市民会議の委員経験者にボランティ

アをお願いする。 
オ 地域のボランティアでは、こどもの延長保育、放課後育成活動、青少年活動へ

の参加考えられ、行政からの支援が必要 
カ 地域でのリーダーづくりが重要で、時には職員がリーダーになる。また、退職

ＯＢも地域では必要な人材であり、リーダーとなって地域づくりに積極的に参加

することが必要 
⑷ 地域情報、学習情報の資料・情報の提供 
ア さまざまな団体やサークルが一同に会し、活動を発表する場づくりが必要 
イ 図書館の機能を拡大させて、情報を一元的に提供できる仕組みをつくることが

必要 



 ⑸ 地域づくりと住民の活動 
ア 地域担当職員のみならず、各部局の行政の職員も地域に関わり、一緒になって

地域を支えていくことが必要 
イ 地域に住んでいる人だけが住民ではなく、そこに通ってきている人も住民であ

 ることを前提として、公民館活動を幅広く展開していくことが重要 
ウ 地域づくりの意図をもって講座を展開することが大切 
エ 公民館の運営審議会委員や５部門委員などは、意見を聴くだけでなく、一緒に

地域づくりを進めるように位置づけ、市民を信頼してもっと活用していく。 
オ 地区にはいろいろな部署の職員が関わっていることから、公民館職員のみなら

ず、地域づくりを共通の視点で連携し、地域住民と協働して進めることが重要 
カ 肥満や認知症の原因ともなる日常の生活習慣を見直すには、人間の精神の問題

として捉えることが重要となる。徹底した講習やＰＲ、リーダーづくりを進めな

いと、不安やうつ、自殺などの現代社会の問題は解決できない。 
キ 市民意識の向上は、人間意識の向上であることから、人生を考察するきっかけ

づくりとして、短いフレーズの「石に刻む言葉」を設置する。 
 ⑹ 実施した事業の記録と検証 

ア それぞれの事業は、公民館事業に限らず、しっかり記録を残して検証する。 
イ 計画策定に関わった市民委員は、実施段階も、興味を持って見守る姿勢が必要

⑺ その他 
ア 老人大学は、マンネリ化してきており、見直しが必要 
イ 「いのちの質」「モノから心」「住民が主役で行政は黒子」「健康寿命延伸」とい

う考え方は、「いのち」でつながっており大賛成なので、この考え方を行政職員全

体に浸透していくことが課題 
 
８ 文化遺産の保存・伝承と活用について 
 ⑴ 市民による市有文化遺産の利用、活用の促進 

ア 観光資源として文化遺産を整備するだけでなく、身近な自分たちが守っていく

べき資産としての文化遺産をさらに大切に保存 
イ 伝統文化は、形を受け継ぐものではなく、心を受け継ぐもの。 
ウ 松本城の周囲をウォーキングやランニングのできるような歩道として整備 
エ 市民の施設利用促進に優待券を発行 

 ⑵ 身近な文化遺産、伝統行事の発見と再評価、遺産の継承 
ア まるごと博物館構想は、身近な自分たちの文化遺産を資源として、建物だけで

はなく、環境や文化を身近に感じられるためにできた構想のはずだが、今は単な

る観光パンフレットの目玉、キャッチフレーズみたいな使われ方になっており、

経済効果も大事だが、それとは別に構想を大切に考えて推進 
 イ 市民の文化レベルを向上していくための計画策定 

⑶ 伝道者の確保、市民研究者、学芸員の育成 
  ア 地域の高齢者がこどもたちに伝統文化を引継ぐ。 



イ 遺跡の発掘にこどもや市民が参加できる取組みの推進 
ウ 発掘へ市民参加を促す周知の徹底 
エ 基幹博物館には、「地域文化」という視点・学問領域を全国に先駆けて発信して

いく役割があるため、「地域文化のスペシャリティー学芸員」を養成する。 
オ 学芸員とは別に市民の人材の養成が必要 
カ 松本城の床磨きのように、企業も巻き込んだ取組みを推進 
キ 地区の公民館活動などを活用して、歴史に興味がある市民研究者を登録し、大

学の先生と市民研究者との連携を図っていく。 
⑷ 文化遺産、伝統行事を学ぶための環境整備 
ア 昔から住民たちが大事に守ってきた、各所に点在する井戸の水質を保全するこ

とが必要 
イ こどもの数が少なくなっているため、青山様、ぼんぼんにこどもたちが参加で

きる体制づくりを進めていかれるよう、市が支援していく。 
ウ 基幹博物館は、箱モノ議論ではなく、市民レベルをどうやったら向上できるか

といった内容を踏まえ、基幹博物館機能の議論をしながら計画を策定する。 
エ 既存の博物館に「文化保存伝承センター」のような役割を位置付け、結果的に

観光客を巻き込めるような取組みに発展していく。 
オ 市有財産としての文化遺産は、市民が触れて自分の人生を豊かにしていくもの

であるため、市民の見学は、完全無料化とする。 
カ スーパーなどの催し物に合わせた、文化遺産の出張展示の実施 
キ 松本は地区に文化遺産が数多くあり、歴史探検隊のような活動をしている地区

もあるが、地区内にある文化遺産を知らない人が多いため、地区で身近な宝を再

発見するような取組みを実施する。 
ク 近くにいながら松本城に入ったことがない人もいるので、文化財を身近なもの

にするため「地区の日」を設けてボランティア活動や見学を実施する。 
 ⑸ 文化財の保持・文化の継承に関する環境の構築 

ア 見る博物館ではなく、参加型の博物館として博物館の利用方法の改善 
イ 個々の施設が独自に実施するよりも、全施設が集まって大きなイベントとして

取組む方向を模索し、全国へのアピール度を向上させていく。これにより予算の

縮減効果も期待される。 
ウ 学生の団体の中に、フリーペーパーを発刊しているところがあるので、若者の

視点を加え、学生と連携した広報の実施 
エ 基幹博物館については、学芸員の養成機関としての機能を付加することが重要

オ 地域ゆかりの文化人を深く、詳しく紹介し、資産として活用する。 
カ ＣＤや本にして地区の人に知ってもらう方策も必要 
キ 見る側の問題もあるが、これからは情報の伝達、周知方法への工夫が必要 

９ 地域における生涯スポーツ活動支援体制の構築について 
 ⑴ 地域のスポーツ環境 

ア 団体やサークル中心のスポーツ施設利用のあり方の検討 



イ 地域内の指導者の育成、把握、協力を行う取組みの推進 
ウ 障害のある人がスポーツに参加できる体制づくりの構築 
エ 地区別のウォーキングマップをさらに充実し、興味の沸くウォーキングルート

の開発 
  オ 全地区のウォーキングマップを活用し、地区公民館などで行う市民歩こう運動

をさらに推進する。これにより地域の史跡などを知り、仲間づくりもできる。 
⑵ 総合型地域スポーツクラブ 
ア こどもから高齢者まで一緒にスポーツを楽しむ場として総合型地域スポーツク

ラブの設立とその支援 
イ 夏休みのこどものラジオ体操に大人も参加するよう回覧板等で呼び掛けるな 
ど、地区での取組みの推進 

 ⑶ 高齢者向けニュースポーツ 
ア 健康増進と仲間づくりをめざした高齢者スポーツの充実 
イ 勝敗にこだわらないニュースポーツ（ローカルルール）の普及 
ウ 予防施策として、健康づくり施策と生涯スポーツの連携 
エ ラーラ松本の温水は、足腰の痛い高齢者などのリハビリに活用できることから、

６５歳以上の高齢者を無料化し、送迎バスを運行する。 
オ ラーラ松本の全市民無料化により、水に親しむ環境づくりの推進 
カ 国の高齢者向け体力検定に合わせ、市としても市民スポーツ検定等を実施し、

体力増進の働きかけを行う。 
⑷ 健康教室、スポーツ教室 
ア 勝敗にこだわるスポーツとは異なり、多世代が一つのスポーツを楽しむことに

 よって、世代間交流が生れてくるなどの生涯スポーツの普及及び指導者の養成 
イ 寝たきりの方、あるいは障害を持っている方たちのスポーツを福祉と捉えるか、

健康づくりと捉えるかで扱いが変わる。誰にもスポーツとして体を動かしたいと

いう願望があるので、一貫したスポーツとして取組む施策が必要 
ウ 地域における生涯スポーツへの支援体制の構築として、体育館という場所、道

具、体育協会といったトータル的な資源の提供を確保する。 
エ ウォーキング、ランニング、自転車（ツーリング）などの取組みやすいスポー

ツの活動の普及と支援 
オ 小中学校のスポーツ大会等に地域の住民枠を設け、地域住民が一緒に参加する。

また、謝礼を払って指導者を招聘する講習の実施 
 ⑸ その他 
  ア スポーツには個人の趣味嗜好的な要素もあることを考慮し施策を進めること。

イ 現代社会では、健康増進、運動機能の向上、ストレス発散や達成感などの心の

健康、コミュニケーション能力の向上、ルール尊重精神の育成、仲間づくりの促

進、連帯感の醸成など、スポーツの果たす役割が増加しており、市として誰もが、

いつでも、どこでも、気軽にスポーツに接することができる環境づくりが必要 

 



 
【教育・福祉部会の意見・提言について】 
  
本部会の答申は、４つの分散会を設け、そこで討議した結果を、部会の全体会で発表

し、これに基づき議論した結果を執筆委員が答申案としてまとめ、さらに全体で協議し

てまとめました。 
意見・提言につきましては、答申づくりに向け、各分散会で出された意見を分散会の

代表が取りまとめ、全体会で発表した内容を掲載してあります。 
 
 



(4) 経済・環境部会 

１ 地球温暖化防止対策について 

⑴ 地球温暖化原因の数値化、目標設定による取組みが必要 

⑵ 中長期的な取組みが必要 

⑶ 産・学・官・民による一体的な取組みが必要 

⑷ ごみの資源化の推進による廃棄物の減量が必要 

⑸ ごみに対する市民の意識改革を進めるべき 

⑹ 事業系廃棄物に対する規制（分別の制度化）の検討が必要 

⑺ 廃棄物の減量を前提に、更新時の処理施設の小規模化を検討すべき 

⑻ 照明のＬＥＤ化を進めることが必要 

⑼ 市民啓発のためには、家計における省エネメリットの情報提供が必要 

⑽ 事業所への省エネ計画書提出の義務付けによる具体的な取組みが必要 

⑾ 新エネの普及には、自然エネルギー活用への支援が必要 

⑿ 事業者が鉄道・船舶・電気自動車へ輸送手段を転換することが必要 

⒀ 市民が徒歩・自転車・公共交通機関へ移動手段を転換することが必要 

⒁ 道路の分散化、交差点改良による交通渋滞の緩和を図るべき 

⒂ 各種団体等の実施している講座の一元化等による環境教育体制の整備が必要 

⒃ 町会役員等を活用した環境教育の推進が必要 

⒄ 公民館講座との連携、広報などにより、環境保全活動を浸透させることが必要 

⒅ 二酸化炭素吸収源としての森林の整備が必要 

 

２ ごみ減量対策の推進について 

⑴ 事業者による包装を簡略化すべき 

⑵ レジ袋を指定ごみ袋として活用できないか 

⑶ 宴会料理等、必要量以上を用意する市民意識の転換が必要 

⑷ 資源物の分別周知の徹底が必要 

⑸ 容器包装プラスチック資源化の現状のＰＲが必要 

⑹ 市民にわかりやすい実施計画の策定が必要 

⑺ 各種の講座等を一体化した、市民協働による環境教育の推進が必要 

⑻ 資源物の常時回収施設を設置すべき 

⑼ 小紙片分別用の専用箱を各戸に配布できないか 

⑽ 資源物の集団回収活動の拡大を推進すべき 

⑾ リターナブルびん使用の取組みが必要 

⑿ 事業系・家庭系全てのごみの回収方法を見直すべき 

⒀ 集合住宅などの事業系ごみの分別が必要 

⒁ 生ごみの分別回収、資源化が必要 

 

３ 市民協働による自然環境保全対策について 

⑴ 公民館講座などによる自然環境保全教育の推進が必要 



⑵ 市民活動サポートセンターにおける、環境関係講座などのコーディネイトの推進 

が必要 

⑶ 産、学、官の連携による自然環境保全の啓発が必要 

⑷ ごみ排出事業者に対し、ごみ分別説明会を開催し、自然環境保全の啓発を図るこ 

  とが必要 

⑸ 自転車専用道路の整備が必要 

⑹ 地域住民と行政が協働で行う不法投棄対策の推進が必要 

⑺ 自然環境の保護について、眼に見える市民に分かりやすいベンチマークを検討す 

べき 

 

４ 農業・農村の活性化方策について 

⑴ 農家の後継者に対する支援策が必要 

⑵ Ｉターン就農者に対するサポート相談窓口の設置が必要 

⑶ 農家の後継ぎへのパートナー紹介事業の実施が必要 

⑷ 農業の工業化などによる農業所得増加策の検討をすべき 

⑸ 兼業農家の増加策を検討すべき 

⑹ 高齢者の活用を検討すべき 

⑺ 農業のホームヘルパー制度の創設が必要 

⑻ 生産活動を通じた農地保全の推進が必要 

⑼ 地域住民と一体となったコミュニティづくりが必要 

⑽ 遊休荒廃農地の森林化やビオトープ的利用を検討すべき 

⑾ 遊休荒廃農地対策の責任の所在を明確にすることが必要 

⑿ 遊休荒廃農地対策リタイア世代の農業体験の場としての活用 

⒀ 農業のモニター体験などを通じた宣伝が必要 

⒁ アンテナショップなどによる大都市での販売が必要 

⒂ 地場農産物販売の多チャンネル化を検討すべき 

⒃ 食育の推進が必要 

⒄ 名産品の創設を検討すべき 

⒅ 商工会議所との連携を検討すべき 

⒆ ファーマーズガーデンの登録制度の見直しが必要 

⒇ 農業、農産物価格対する消費者への理解促進を図るべき 

（21）環境に優しい農業を推進すべき 

（22）農業、農村の持つ多面的機能の維持及び理解の促進が必要 

 

５ 都市と農村の交流促進について 

⑴ 公民館講座を活用した情報提供、学習機会の提供による交流促進が必要 

⑵ オーナー園制度の利用した交流を検討すべき 

⑶ 古民家（空き家）を活用した交流を検討すべき 

⑷ 高齢者等の農地貸借の需要と供給を橋渡しするシステムの創設が必要 



⑸ 行政の活動と農協の活動を融和、統合した民間交流の推進が必要 

⑹ イベントの連携開催による民間交流が必要 

⑺ ＩＴ関係などとの連携を検討すべき 

⑻ 他業種との連携を検討すべき 

⑼ 名産品の創設を検討すべき 

⑽ 農産物のブランドイメージの創設を検討すべき 

⑾ ブランドイメージを作るための組織の設置が必要 

 

６ 市民参加の森林づくりについて 

⑴ 市民が参加できるフィールドの確保・開放された森林が各地の身近にあることが 

必要 

⑵ 地主が私有林をどれだけ開放してくれるかがポイント 

⑶ ボランティア活動による里山再生が必要 

⑷ 多くの個人や団体が参加できる基準を作って公募することを検討すべき 

⑸ 人材育成とプロジェクトチーム組織化による長期的な森林づくり体制の整備が 

必要 

⑹ 危険が伴う作業のため、指導体制と幼尐時から参加できる体制作りが必要 

⑺ ＰＲ・アイデアが必要。懸賞をつけて募集・保険の市負担・募金の募集等を検討 

すべき 

⑻ 森づくり講座やセミナーの開催に市民学習が必要 

⑼ 市民に森づくりに参加するメリットを感じさせる手法を実施すべき 

⑽ 市民が森に触れる機会を年に数回開催し、そのためのインストラクターを養成し 

たらどうか 

⑾ 市民参加のため、公園区域内の森林を活用すべき 

⑿ 間伐材を活用した事業化。こびき糠・ごみステーション・ペレット・チップ・木 

工製品や木材住宅へ展開を図るべき 

⒀ 地域産材活用することによる松本らしい街づくりが必要 

⒁ アイデアを募集し、地域産材の商品化を図ったらどうか 

⒂ それぞれの山の特性を生かした再生が必要 

⒃ 市民が里山への関心を高めるため「みどりの月間」を創設したらどうか 

⒄ 教育の中に「木育」を取り入れることを検討すべき 

⒅ 里山再生の事業運営（森林づくりから事業運営まで）を NPO などに公募して実 

施したらどうか 

⒆ 森林所有者関係の明確化が必要 

⒇ カラマツ需要が低迷しており、樹種転換が必要 

（21）地域産材活用や木工製品を総合的にプロデュースするプロジェクトチームの立上 

げ（生産者、市民、行政等による）が必要 

（22）行政内部の横断的チーム編成によるエネルギー・産業・環境・健康等多方面から 

の働きかけが必要 



７ 中心市街地の活性化について 

⑴ 回遊性を生み出すような、各店舗の魅力づくりが必要 

⑵ 商店街毎の特徴づくりが必要 

⑶ 重点地域を決め、再生モデル地区として商店街を再整備したらどうか 

⑷ 文化遺産、食文化などを活かした、観光客の街なか回遊性の向上が必要 

⑸ 美術館、湧水など松本の特徴を活かした、街なか回遊性の向上が必要 

⑹ 歩いて楽しめるための道の案内表示設置が必要 

⑺ 通訳、ガイド役の協力により、街なか案内を充実させるべき 

⑻ ＬＲＴの活用を含め中心市街地の回遊性について検討すべき 

⑼ 街なか回遊についてのコーディネート（行政主導で）が必要 

⑽ ソフト・ハードを含んだ街の総合的なデサインをするコーディネーターの設置を 

検討すべき 

⑾ イベント時の駐車場対策とシャトルバス運行を検討すべき 

⑿ イベント成果を日常の店舗経営につなげていくための仕組みづくりが必要 

⒀ 市街地駐車場の無料化を検討すべき 

⒁ 交通手段が充実していれば、駐車場はそれほど必要ないのではないか 

⒂ 周辺部は安い駐車場料金、中心市街地は高い駐車場料金での設定がもっとあって 

もよいのではないか 

⒃ 公共交通機関の充実（バス、ＪＲを使いやすく）を検討すべき 

⒄ 市民が公共交通機関を使って中心市街地に来る仕組みづくり（１０年位かけ）が 

必要 

⒅ 目的を持った店舗（世代・販売品特化）駐車場や歩行者に配慮したインフラ整備 

が必要 

⒆ 見る観光から体験する観光への転換（ソフト事業の充実）が必要 

⒇ 市民、住民、商店、商店街、商工団体などが参加する中心市街地活性化の推進組 

織が必要 

 

８ 地域特性を活かした個性・活力ある産業の振興、育成について 

⑴ 環境・エネルギーなどの成長分野や将来性のある分野への誘致ターゲットの絞り 

込みが必要 

⑵ 産学官、農商工連携推進による、農業の工業化・企業化に取り組む研究機関等の 

誘致を検討すべき 

⑶ 知識集約型企業、地域資源活用型企業、成長企業の誘致に向けた、インパクトの 

ある優遇措置の実施を検討すべき 

⑷ 知的クラスター創成事業など、国の産学官連携の大規模プロジェクト誘致が必要 

⑸ 松本地域の企業が直面する課題について、産業ごとに検討するシステム・プロジ 

ェクトチームを組織したらどうか。 

⑹ 今後、企業の淘汰が進むことも考えられるが、地域力を低下させないためにも、 

業種転換、業態転換していくための支援も必要 



⑺ 燃料電池の開発など将来性のある分野に的を絞り取り組むことが必要 

⑻ 信州大学(理系分野)などとの産学連携を積極的に行うことが必要 

⑼ 農産物生産の企業化、工業化を検討したらどうか 

⑽ 医工連携に関しては、製品開発後の販路について協力・支援することが必要 

 

９ インバウンドを含む広域観光の推進について 

⑴ 大都市圏でのフリーペーパーへの広告掲載が必要 

⑵ 音楽など松本独自のＰＲポイントを、ターゲットを絞ってＰＲすることが必要 

⑶ 市内各所への wi-fiフリースポットの設置を検討すべき 

⑷ ＷＥＢサイトの充実及びＤＶＤなどを活用したＰＲ戦略が必要 

⑸ 安曇野市や塩尻市などと連携した広域観光ルートの提案が必要 

⑹ 海外姉妹都市への観光ＰＲ隊を派遣したらどうか 

⑺ 現状の把握と宿泊の推進が必要 

⑻ 近隣市町村との連携した信州まつもと空港を利用した魅力ある商品の開発、空港 

へのアクセス道の整備が必要 

⑼ ボランティアセンターの機能充実及びひとりひとりを大切にするおもてなしの 

 推進が必要 

⑽ 木工体験や自然観察などの体験を通じた滞在観光の推進が必要 

⑾ 文化遺産や食など、観光客の好みに合うモデルコースの提案が必要 

⑿ 回遊性を高めるための地図や案内表示の充実が必要 

⒀ 大学や専門家と連携した健康と観光を一緒にした商品の開発を検討すべき 

⒁ 街道などをつなげた着地型商品の開発が必要 

⒂ コンベンション誘致の強化が必要 

⒃ 修学旅行等のメリットをＰＲすべき 

 

１０ 次代に繋がる人材育成について 

⑴ 松本市の活性化につながる技能に絞った育成が必要 

⑵ 企業がメリットを感じる技能の育成が必要 

⑶ 将来性のある産業分野で求められる技能の育成が必要 

⑷ 育成指導者認定制度を創設したらどうか 

⑸ 松本市独自の技能認定制度を創設したらどうか 

⑹ 日本一を目指した人材の確保と行政の支援・助成が必要 

⑺ 採算性のとれる技能の選択が必要 

⑻ 目標設定と計画の見える化が必要 

⑼ 工業支援としての位置付けが必要 

⑽ 技能保持者の声や環境を広く発信し、人材育成につなげたらどうか 

⑾ きめ細かな学習の場の設定が必要 

 

 



(5) 建設・水道部会 

１ 公共交通等を優先した人にやさしいまちづくりについて 

⑴ 歩行者・自転車優先道路の設定と自転車置き場の確保を推進されたい。 

⑵ 市民意識を転換するための施策として、これまでのカーフリーデーの取り組みを 

強化し、実施組織の拡大・強化、バスレーンの設定等の社会実験の導入、カーフリ 

ーエリアの面的設定などにより、そのインパクトと効果を高める事が必要 

⑶ 公共サービスとしての公共交通の位置付けが必要であり、公費負担の必要も検討 

すべきである。 

⑷ 自家用車から公共交通への転換のために、魅力ある次世代型公共交通システム 

（ＬＲＴやＢＲＴなど）の整備を検討することを提案する。 

⑸ 市街地に既存の公共駐車場などもパークアンドライドや貸し自転車の起点の一

つとして考え、公共交通との連携を。 

⑹ バスの本数を増やす、アシスト自転車への補助、自転車専用道路の設置を。 

⑺ 上高地線をうまく使って、省エネ型のシステム等工夫が必要 

⑻ 上高地線をＬＲＴ化して松本駅の東へ延伸し、回遊性を持った公共交通路線にす 

ることを検討されたい。 

⑼ タウンスニーカーについて、地元や町会の意見を取り入れ、コースの変更、時間

の変更、本数の変更、地域を増やすなど見直しが必要 

⑽ 新たな公共交通をハード的に整備することを起爆剤として、市民意識を公共交通

の利用へ転換するよう取り組まれたい。 

⑾ 既存のバス路線についても利便性の向上が必要 

⑿ 駐車場の無料化は必要ない。 

 

【タウンスニーカーに関連した意見で担当の行財政・防災部会に送付した意見】 

タウンスニーカーに関して、地元の意見を聞く中で、コース、時間、本数などの見

直しが必要である。 

【交通政策に関連した意見で担当の行財政・防災部会に送付した意見】 

これからの交通政策は受益者負担の原則に立つのではなく、セーフティネットとし

ての位置付けで行う必要がある。 

 

２ 中心市街地のまちづくりについて 

⑴ 街なか居住を促進するとともに、働ける場所を確保することが必要 

⑵ 歴史的な魅力、景観的条件を活かし、松本らしいまちづくりを進めることが必要 

⑶ 緑被率を高め、湧水を利用し、歩いて楽しいまちづくりを進めることが必要 

⑷ 中心市街地に不足している日常生活を支援する生活拠点整備が必要 

⑸ トランジットモール（歩行者優先エリア）を整備し、併せて魅力あるショッピン 

グモールの形成が必要 

⑹ 街の魅力、機能（市役所、銀行、憩い、飲食）の向上を図る。 

⑺ まちづくりを継続的に調査、研究するシンクタンク的組織の設立が必要 



⑻ 街なかイベント等の情報発信を行う拠点の整備が必要 

⑼ 「松本」というまちを世界に発信できるような、まちづくりを進めることが必要 

⑽ 市内を移動する人々の足の確保のため、公共交通の利便性の向上が必要 

⑾ 新交通システムの導入に関する検討が必要 

⑿ 交通結節点の拠点（パークアンドライド等）の数を増やし、公共交通のネットワ 

ークの強化を図る。 

⒀ ヒューマンスケールの街（建物の高さ、開発単位等）を担保する都市計画、景観 

条例等の見直しが必要 

⒁ 移住者に対する受け入れ態勢の整備が必要 

⒂ 車優先から歩行者優先への機能転換が必要 

⒃ 幹線道路と生活道路の用途の使い分けが必要 

⒄ 道路拡幅は不必要であり、現状の道路を歩車共存的整備として行うことが必要 

⒅ 集客のために駐車場を無料化することが必要 

⒆  駐車場の無料化よりも各個店の魅力の向上が必要 

 

【コンパクトシティに関連した意見で担当の経済・環境部会に送付した意見】 

コンパクトシティの実現として、情報の拠点であり、コミュニティの形成や観光面

で有効な「道の駅」を活用されたい。 

【まちづくりに関連した意見で担当の行財政・防災部会に送付した意見】 

これからの交通政策は受益者負担の原則に立つのではなく、セーフティネットとし

ての位置付けで行う必要がある。 

 

３ 安全・安心な交通環境の整備について 

⑴ 中心市街地の道路整備は、歩道と自転車レーンの積極的な整備が必要 

⑵ 高齢者などの交通弱者が、公共交通を利用しながら、歩いて暮らせる街づくりが 

必要 

⑶ 自動車優先社会から、歩行者、自転車、公共交通、自動車という、立場の弱いも 

のを優先する交通体系の整備を基本とし、都市空間の利用を再配分することが必要 

⑷ 城下町特有の一方通行道路を利用して、車道幅員を狭め歩道と自転車レーンの整 

備が必要 

⑸ 自転車レーンは、各路線に合った整備を行い、ネットワーク化が必要 

⑹ 自転車の利用を促進するために、各所に駐輪場の整備が必要 

  ⑺  歩道の段差を解消して、歩行者と自転車が供用できるラインの造成が必要 

⑻  交通マナーは、心の問題が大きいので、町会単位に学ぶ機会を設け、市民の意識 

を改革することが必要 

⑼  自転車の交通マナーのポケット版を作成し、自転車販売時に啓発することが必要 

⑽ 自転車の正しい走行方法を市民に周知することが必要 

 

 



４ 幹線道路及び生活道路の整備について 

⑴ 高速道路・高規格道路の整備は、これ以上必要ではなく、現道改良で対応すべき 

である。 

⑵ 高速道路・高規格道路の整備は、災害時にも機能し、物流や広域ネットワーク等

総合的に考えると整備は必要である。 

⑶ 中部縦貫道路整備の当面の代替として国道１５８号の渋滞対策道路と、山間部の 

部分改良を実施すべき。 

⑷ 国道１９号の渋滞対策として、奈良井川・田川両岸市道の２車線化及び南北の旧 

道・並柳線の整備が必要 

⑸ 通勤時の渋滞解消のため、筑摩野幹線道路の早期計画と整備促進 

⑹ スムーズな交通や災害に強い幹線道路や生活道路の整備は重要 

⑺ 安全・安心なまちづくりのため、道路・橋りょうの耐震化が必要 

⑻ 中心市街地の通過交通を減らす環状の道路整備が必要 

⑼ 中心市街地は、道路拡幅でなく、現状の松本らしい道を活用し、自転車・歩行者 

レーンの整備や待避所整備を行う。 

⑽ 中心市街地へのアクセス向上のため幹線道路とＰ＆Ｒのネットワーク化を図る。 

⑾ 市民要望の多い、生活道路の維持管理や改良こそ必要 

⑿ 燃費効率のよい速度を維持できる道路や交差点の（※）ラウンドアバウト化によ 

る交通流の効率化を図る工夫が必要 

⒀ 道路行政管理境界・接続部分の連携・共用のあり方を協議する場を整備 

⒁ 集約型都市としての都市構造の目標を明確にし、公共交通を含めた総合的交通計 

画について関係者・有識者などの協議の場を設定すべきである。 

⒂ 環境保全のため、道路・河川の整備に伴う自然負荷に対し、事前に環境調査を行  

 い、関係機関・団体などと協議し対策を行う。 

⒃ 道路整備により町会運営等への支障のないよう、建設行政と市民行政の連携をと 

り、調整を行う。 

⒄ 道路を主軸として、各地区のコミュニティーや魅力を高める。 

 

※ ラウンドアバウト化 

     交差点において信号がなく交差点中央へロータリーを設け、一方向に周回させ交 

通処理を行う方式 

 

５ 河川水路の整備について 

⑴ 田川下流域と薄川下流域の優先的な河川改修の実施 

⑵ 女鳥羽川の導水トンネルによる奈良井川・梓川への直接放流 

⑶ 梓川へ直接排水する農業用水路以外の排水路の整備 

⑷ 流出量抑制のため、公園・グランドなどへの貯留施設の整備、路面駐車場などへ 

の浸透性舗装の活用 

⑸ 砂防堰堤など河川砂防施設の整備 



⑹ 河川改修により、河川合流点は自然流下方式に改善する。 

⑺ 水辺で安心して遊び、自然に親しめる場所の環境整備と水質浄化 

⑻ 水源・渓流保全や絶滅危機種保全のため、関係機関・団体などと対策を講じる。 

⑼ 市街地の湧水は、渓流的景観に配慮し、資源化・日常生活・防災への活用も計る。 

⑽ 河川を魅力的な都市資源とするため、景観軸としての位置づけを強化し、周辺建 

物の高さや植栽などのルールを定める。 

⑾ 河川堤防や橋脚に危険水位を表示する等、溢水の危険をいち早く市民に知らせる 

仕組みを作る。 

⑿ 防災用水等に利用できる河川取水施設（河川水槽）の設置 

⒀ 水防センターの有効活用 

⒁ ゲリラ豪雨に対応した観測網の整備や総合的な情報収集システム、市民への危険

情報伝達方法の確立 

 

【河川の親水施設に関連した意見で担当の経済・環境部会に送付した意見】 

安心して親水施設が利用できるよう河川の水質保全を図って欲しい。 

 

６ 住宅及び住環境の整備について 

⑴ 良質な都心居住空間の供給、過度の高層化に頼らない中心市街地周辺の人口密度 

の増加を図る。 

⑵ 増え続ける空家の活用 

⑶ 環境・経済・商業・文化的指標等を勘案した良質で持続可能な居住環境を示す住 

宅供給や住宅整備指針づくり 

⑷ 市営住宅は民間集合住宅の手本となるような建築をめざす。 

⑸ 集合住宅居住者・管理者と町会との連携を図る協議指導の場を設定する。 

⑹ 砂防法等の適用により危険地帯への宅地等の居住施設の建設には許可をしない。 

⑺ 空き店舗など無居住建造物所有者への安全管理義務を課す。 

⑻ 食料難民・都市難民の出ないような環境設備のある街づくり 

⑼ 建替えや耐震促進のための区画整理を含めたインフラ整備 

⑽ 中心市街地だけでなく、Ｕターンしたいと思える居住環境の整備 

 

７ 市民協働による維持管理について 

⑴ 公園整備計画を見直しして維持管理費の軽減を図ることが必要 

⑵ 行政と協働しながら進めていく体制を維持することが必要 

⑶ 若年から参加しやすい仕組が必要 

⑷ 「協働したい」という気持ちを醸し出す仕掛けづくり（組織化、ポイント制など） 

が必要 

⑸ 現在活動している協働の継続及び新たな組織づくり 

⑹ 市民が積極的に協働しやすい行政の体制づくり（企画・立案、資機材の貸出しや 

提供、燃料や保険の負担など）の構築が必要 



⑺ 事業開始から参画し、市民・住民の意向を反映させた計画づくりを推進すること 

が必要 

８ 上下水道施設の環境に配慮した効率的・有効的な整備について 

⑴ 下水道の処理過程で発生したレアメタルの回収計画や消化ガスの発電などへの 

活用計画を検討されたい。 

⑵ 上水道がほぼ完備し、受益者負担の原則で市民の安心安全な水の供給のため、近 

いうちに発生が予想される牛伏寺断層地震対策としての耐震化を大至急進めるこ

と。 

⑶ 下水道普及率９６％だが、松本駅から松本城までの合流式下水道区域を改善し、 

環境負荷の低減を計画的に進めること。 

⑷ 管の長寿命化計画と耐震化計画の策定にあたっては優先順位を明確にし、具体的 

整備では地域経済が活性化するよう努められたい。 

⑸ 松本市の地下水を有効活用するよう検討されたい。 

 

【上水道に関連した意見で担当の経済・環境部会に送付した意見】 

松本市の地下水は重要な資源であるので、松本市としての活用方法や規制などを検

討すべきである。 
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